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第１章 都市交通戦略の位置づけ 
 

都市交通戦略は、まちづくりとの連携を重視し、本市が目指す将来都市像「人が輝く 安心快適な産

業文化都市」（第 7次刈谷市総合計画）の実現に向けた交通施策の展開を図るものとします。 

以下に、都市交通戦略と上位計画である「刈谷市総合計画」及び「第 3次刈谷市都市計画マスタープ

ラン」、並びに関連計画である「刈谷市環境都市アクションプラン」、「衣浦定住自立圏共生ビジョン」

等との関係を示します。 

■都市交通戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 次刈谷市総合計画（H23.3 策定） 

将来都市像：人が輝く 安心快適な産業文化都市 

第 3 次刈谷市都市計画マスタープラン（H23.3 策定） 

将来都市像：都市活力と都市環境が共生する持続可能なまち 刈谷 

 

刈谷市環境都市アクションプラン（H23.3 策定） 

目標環境都市像：“E-smile都市刈谷” 

刈谷駅駐輪場他整備計画（H22.3 策定） 

   衣浦定住自立圏共生ビジョン（H24.3 策定） 

連携 

刈谷市都市交通戦略 
基本理念：“ひと”と“環境”にやさしく持続可能な都市交通体系の形成 

刈谷市交通バリアフリー基本構想（H17.3 策定） 
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１．第７次刈谷市総合計画の概要 

（１）交通施策の位置づけ 

○第7次刈谷市総合計画は、【人が輝く 安心快適な産業文化都市】を将来都市像に掲げ、5つの基本方針と30の基本施策から構成されています。 

○将来都市像の実現に向けて、重点課題に対応した7つの重点プロジェクトを掲げ、それぞれのプロジェクトに基づく20のプランを設定し、重点的に取り組んでいくものとしています。 

○道路・交通関連施策としては、以下に着色した重点プロジェクト、主要プランと関連づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心して歩けるまちづくり安全・安心
プロジェクト

～暮らしの安全・安心の確保～

人
が
輝
く

安
心
快
適
な
産
業
文
化
都
市

Plan①

災害に強いまちづくりPlan②

自立して安心して暮らせる地域づくりPlan③

食育と運動で健康づくりPlan④

多文化共生が息づくまちづくりPlan⑤

中心市街地の活力を高めるまちづくりPlan⑥

地域間・世代間などの活発な交流づくりPlan⑦

誇りと愛着のもてるまちづくりPlan⑧

住環境と生活利便性の向上を図るまちづくりPlan⑨

市民が活動しやすい施設・環境づくりPlan⑩

自然を身近に感じるうるおいのあるまちづくりPlan⑪

子どもを生み・育てやすい環境づくりPlan⑫

子ども・若者の可能性を引き出す環境づくりPlan⑬

まちの持続的な発展を支えるバランスの取れた産業づくりPlan⑭

自転車や公共交通機関を利用しやすく環境にやさしいまちづくりPlan⑮

安定した財政力を持続できるまちづくりPlan⑯

一人ひとりが高い意識やモラルを持った人づくりPlan⑰

地域の課題を「自分ごと」で考え活動できる人づくりPlan⑱

市民と行政が意思を通じあい情報を共有できる関係づくりPlan⑲

市民に信頼される市役所づくりPlan⑳

活力・魅力
プロジェクト

～まちの活力や魅力の強化～

ゆとり・生きがい
プロジェクト

～ゆとりや生きがいの創出～

次世代育成
プロジェクト

～次代を担う子ども・若者の育成～

持 続
プロジェクト

～未来に受け継ぐ持続可能なまちづくり～

市民力・地域力
プロジェクト

～市民力・地域力の向上～

信 頼
プロジェクト

～市民と行政の信頼関係の強化～

基本施策：道路・交通
【内容】 歩道・自転車道の整備

基本施策：市街地・住環境
【内容】 市街地の整備・改善

まちなみ・景観の充実

基本施策：市街地・住環境
【内容】 市街地の整備・改善

まちなみ・景観の充実

基本施策：道路・交通
【内容】 道路の整備

公共交通の充実

基本施策：道路・交通
【内容】 総合交通対策の推進

歩道・自転車道の整備
公共交通の充実
駐車場・駐輪場の整備

基本施策：公園緑地・緑化
【内容】 緑地・緑道の整備

基本施策：低炭素社会
【内容】 環境意識の高揚

地球温暖化対策の推進

将来都市像 ７つの重点プロジェクト ２０の主要プラン 道路・交通の関連施策 
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２．第３次刈谷市都市計画マスタープランの概要 

（１）交通施策の位置づけ 

○第 3次刈谷市都市計画マスタープランは、【都市活力と都市環境が共生する持続可能なまち 刈谷】

を将来都市像に掲げ、4つの都市づくりの目標と 9つの施策の展開方針から構成されています。 

○道路、交通関連施策については、分野別の基礎的方針のうち都市交通の整備方針として整理され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○交通施設の整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 大分類 小分類 施策・事業等 

・総合交通対策の推
進による歩いて暮
らせるまちづくり
の推進 

①総合交通対
策の推進 

総合交通対
策の推進 

・多様な移動手段が選択できる交通施設の整備 
・適切な交通需要の誘導施策を含む総合交通体系の視点から「都市交通
戦略」の策定 

・新しいバリアフリー歩行空間を形成し、多様な交通手段により快適に
移動できる交通環境づくりを推進 

・都市拠点と地域拠
点を結ぶ交通ネッ
トワークの強化、
広域交通体系の構
築（幹線道路網の
整備） 

②道路整備の
方針 

道路の整備 

・地域間交通流動の円滑化を促す幹線道路の整備を推進 
・幹線道路の交差点改良及び緊急車両の通行を確保する生活道路の整備
を推進 

・都市間交通ネットワークの充実を図り、集約型都市構造の構築に向け
た交通体系の形成 

歩道・自転車
道の整備 

・ユニバーサルデザインに配慮した高齢者や障害者にやさしい道路づく
りの推進や、歩行空間のバリアフリー化の推進 

・電線類の地中化により歩行空間を拡大し、誰もが歩きやすい歩道の整
備を推進 

・自転車と歩行者の分離を行い、安全な道路空間を確保 

・公共交通機関の充
実・利用促進によ
る公共交通重視の
交通ネットワーク
の構築 

③公共交通の
方針 

公共交通の
充実 

鉄道 

・路線バスなど他の公共交通や自動車交通との連携強化を
促進 

・鉄道駅と自動車交通との連携に資するパークアンドライ
ド機能など交通結節機能の強化 

バス交通 
・民間活力を活用したバス事業の誘導や支援などを継続 
・市民の移動手段として、刈谷市公共施設連絡バスの利便
性を高め、充実 

・交通結節点におけ
る機能強化（駅前
広場、駐車場、駐
輪場の整備など） 

④その他の交
通施設の方
針 

駅前広場 
・バス、タクシー等と鉄道との連絡を円滑にするための都市施設として、
地域住民などの利便性の向上をめざし、整備を推進 

駐車場 ・駐車場の需要実態を踏まえ、公共駐車場を設置 
自転車駐車
場 

・歩行者の安全に支障のない自転車利用環境の整備を推進 
・新たな施設整備を推進し、自転車利用者の利便性を向上 

 

活力あふれる
ものづくりのまち

都
市
活
力
と
都
市
環
境
が
共
生
す
る
持
続
可
能
な
ま
ち

刈
谷

快適に暮らせるまち

環境にやさしいまち

安全で安心に
暮らせるまち

工業都市として特長を活かした
活力あふれる都市づくり

１

環境との共生をめざした
工業都市づくり

２

効率的な集約型の都市づくり
３

誰もが快適に暮らせる都市づくり
４

魅力ある都市づくり
５

都市機能が集積した便利で魅力ある
低炭素・循環型の都市づくり

６

豊かな自然、歴史・文化的資源と
市民が触れ合う潤いある都市づくり

７

災害に強い安全・安心な都市づくり
８

市民参加・協働による都市づくり
９

将来都市像 ４つの都市像 都市づくりのイメージ
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３．刈谷市環境都市アクションプランの概要 

（１）アクションプランのコンセプト 

 

 

エコカー、公共交通

機関、自転車、歩行

者がバランス良く

活用されるまち 
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（２）目標とする環境都市像 

 

 

 

 

“E-smile都市刈谷”とは、刈谷市に住み、活動する人たちが良い笑顔（E-smile）でいられる産業、

交通、生活、エネルギーがバランス良く揃った持続可能な環境都市刈谷の理想像です。 

※ E-smile…Environment（環境）-Sustainable（持続可能な）、Mobility（移動性：交通）、Industry

（産業）、Life（生活）、Energy（エネルギー） 

 

■アクションプランの取り組み全体像 
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４．衣浦定住自立圏共生ビジョンの概要 

（１）衣浦定住自立圏共生ビジョンとは 

これまで本市をはじめ周辺市町は、安定した財政基盤に支えられ、それぞれの自治体の個性を生か

し、お互いに切磋琢磨しながら、独自の施策を展開し、住民にとって住みやすいまちづくりを進めて

きました。 

今後も、地方分権が進展する中、住民の一番身近な基礎的自治体である市町村が、地域の特性を活

かし、住民のニーズへの対応や社会的課題の解決を図っていく必要性が高まる一方で、それぞれの市

町村が持つ資源を生かし、密接に連携していくことが大切であります。 

本市は、平成 22年 4月 1日に定住自立圏構想の中心都市宣言を行い、圏域の中心都市としての自

覚を持ち、住民生活において密接な関係を持つ市町と連携することにより、圏域全体の安心感や利便

性の向上、圏域全体のつながりを強め、郷土への魅力や誇りを創出し、豊かに暮らすことができる地

域づくりに努めるものとしています。平成 23年 3月 30日には、知立市、高浜市、東浦町とともに定

住自立圏形成協定の締結を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

■定住自立圏を形成する市町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定住自立圏は、中心市と周辺市町が 1対 1の協定を締結することを積み重ねる結果と

して形成される圏域です。 

・協定に定めた分野や事業などに共同で取り組むことにより、相互のメリットを創出し

ていきます。 

・定住自立圏共生ビジョンは、協定により連携や協力を図るもので、市町村合併や広域

連合とは異なる新たな地域づくりです。 
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（２）都市交通計画との関係 

＜結びつきやネットワークの強化に関する分野＞ 

■衣浦定住自立圏共生ビジョンと都市交通計画との関係 

分野 取り組み 取り組みの内容 

公共交通 
行政バスの広域

利用の促進 

公共交通機関も含め行政バスの乗換拠点等を整備し、圏域内の移動し

やすい路線網を構築することにより、利用者の利便性の向上を図る。 

その他 
幹線道路の整備

促進 

圏域の幹線道路の整備に関する協議を行い、圏域生活の利便性及び防

災機能の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■衣浦定住自立圏共生ビジョンにおける取り組み一覧表 

＜公共交通＞ 

 ◇行政バスの広域利用の促進 

＜その他＞ 

 ◇幹線道路の整備促進 

事業名 関係市町 事業内容 
スケジュール 

H24 H25 H26 H27 H28 

幹線道路整備促進

事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

圏域内幹線道路整備に

ついて、関係機関との協

議・検討 

 
    

 

事業名 関係市町 事業内容 
スケジュール 

H24 H25 H26 H27 H28 

コミュニティバス

乗継拠点整備事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

刈谷市内のバス停を乗

継拠点として整備 
     

コミュニティバス

路線図等作成事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

コミュニティバス全体

路線図の作成及び各市

町が発行する路線図な

どに乗継拠点などの追

加表記 

 

    

コミュニティバス

広報活用事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

バス車内などへ各市町

の時刻表及び啓発ポス

ターなどを相互掲示 

 
    

コミュニティバス

ホームページ作成

事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

各市町のコミュニティ

バス情報を提供するホ

ームページの作成 

 
    

圏域連絡バス創設

事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

各市町の拠点間を結ぶ

バス創設の検討 

     

刈谷市公共施設連

絡バス運行事業 

刈谷市、知立市 

高浜市、東浦町 

市内公共施設などを結

ぶ連絡バスを運行し、乗

継拠点となるバス停で

周辺市町バスと連結 

 

    

知立市ミニバス運

行事業 

刈谷市、知立市 市内各施設などを結ぶ

循環バスを運行し、東刈

谷駅などへ乗り入れ 

 
    

高浜市いきいき号

運行事業 

刈谷市、高浜市 市内公共施設などを結

ぶ循環バスを運行し、刈

谷豊田総合病院へ乗り

入れ 

 

    

東浦町「う･ら･ら」

運行事業 

刈谷市、東浦町 集客施設などを結ぶバ

スを運行し、刈谷駅など

へ乗り入れ 

 
    

 


